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 GNH本来の狙い及びブータン社会への導入の分析 

 

 ブータン難民問題とGNHの世界普及との相関分析 

 

 ブータンはＧＮＨを世界中に広める資格があるのか？ 

 

 ブータン難民問題は、単なる民族問題ではなく、人権と民
主主義の問題であることを主張する 

発表の趣旨 
 



          1.  GNHの内容、導入の時期と幸福量 

 

 1.1. GNHの４つの方針: 継続可能な開発, 文化の保存と文化的
価値の促進、環境保存、良い政治(good governance)の成立 

 1.2.  8(9) 一般的な次元: 物理, 精神及び精神的な安定, 時間
的バランス, 社会及びコミュニティの活性化、文化の活性化 ,
教育、 生活水準, 良い政治、環境の保護 

 1.3. ブータン国内における全活動がＧＮＨ水準に基づきブータ
ン政府によって評価されている(2008年以降GNH index導入) 

 1.4. ２００５年の国勢調査の結果：国民の９７％は「幸せ」？ 

 「very happy」、「happy」,「not very happy(3%)」＝１００％（？） 

 当時の文盲率は約50％!一人ひとりに直接面接！ 

 しかし、実態は下記の通り！ 

 1.5. 2010年の国勢調査にて、より精密な分析（213頁）の結果： 

 59,1％がunhappyやnarrowly （ほぼ）unhappy!!! 

 

 



                    

                     ２．GNHの本質 

 

 

 

 ２．１．  1729年にZhabdrung Rimpoche氏は「政府が国民の幸せを実現できなければ、政府の
存在価値がない」という名言を残した。 

 

 ２．２． ブータンのJigme Singye Wangchuck国王は1972年GNHの考えを発表した。その目的は
ブータンの文化及び仏教精神に基づいた社会の形成である。 

 

 ２．３． しかし、国王の考えの元での「ブータンの文化」とは、国王の民族であるンガロング 
（Ngalong）の文化及びチベット仏教のDruk 派をに基づくため、他の民族の文化と宗教、即ちネ
パール系ブータン人及びシャルチョップ系ブータン人 の文化と宗教は排除されていた。GNHは
その出発点から一種の同化政策であるといえる。 

 

 ２．４． ブータン政府にとって「文化の保存」は国王の民族文化の保存を意味する。他の民族の
文化と宗教を同等に受け入れないので文化の多様性や多文化主義を認めない。1990年代の
ブータンの教科書を分析すれば、そのことが分かる。 

 



 

 

 ３．１． １９９８年SeoulのUNDP 会議で ブータンの外務大臣Lyonpo Jigmi ThinleyがＧ
ＮＨを紹介した。 

 

 ３．２． １９９９年にThe Centre for Bhutanese Studiesは、1999年3月にブータンで行わ
れた国際ワークショップの結果を書物として発表した。 主催者は政策企画委員会
（Planning Commission）であった。 

 

 ３．３．それ以降GNHに関する国際会議が数多く開催されたが、ブータン難民の歴史は
取り上げられていない上、抽象的な一般論の発言が中心であった。 

 

 ３．４． ２０１３年７月に選出されたTshering Tobgay首相が、世界的規模で展開してい
たGNHの普及活動を中止し、国内の経済的復旧を政策の中心にすると発表した。しか
し同時に、今後も仏教の精神に基づき政権を継続する考えを明らかにしたため、同化
的政策が続くことになりそう。 

3.  GNHの国際的普及への促進 



 長年注目されなかったＧＮＨの思想が、再び強調されるようになったきっかけは１９９０年代前半
発生した，約１０万人のブータン難民である。 

 特に、人口の約２０％を占めるチべット仏教ニンマ派［1996年と97年）の僧侶によって行われた
民主化運動の弾圧以降、ブータン政府に対する難民問題の解決を求める国際的圧力がさらに
強くなった。このことが主な背景になって、ブータン政府は1998年以降、ＧＮＨを強調しはじめ
たのである。 
 

 ブータン政府の狙いは、GNH及びブータン国民の幸せを強調することで、ブータン難民の問題
を世界の世論に忘れさせることにあった。 
 

 そして他にも１点注目すべき事実がある。世界中のほとんどのブータン研究者はNgalong（王の
民族）のみを紹介してきた。その結果として他の民族が存在しないと思われたのである。 
 

 もう一つの主な要因は、多くの留学経験のある若者がブータンの伝統的（仏教的）価値観に対
して無関心であったことである。その傾向に対応することがGNHを普及させるもう一つの狙いで
あった。 
 

 １９９９年はブータンでテレビとインターネットが始まった年でもある。 
 

４． なぜこれほど遅い？ 



 

 言論の自由が存在しない 

 TSA WA SUM: 国王, 政府及び国民に対する批判が禁  
じられている（罰則を伴う） 

 メディア・コントロールの存在 

 その結果として、学問的研究の信頼性が疑われる 

 

 ブータン国内のGNHに関する研究も同様に信頼性がない 

 

 

５. ブータン社会におけるGNH導入の矛盾点： 
 ブータンの統計及び政治に対する信頼  



 

 Colombo Plan(1972年): 人口、経済、社会等の全ての
データが、根拠がないのに、国王の姉及びインド大使 
Nari Rustomjiによって提供された。 

 人口: １９７５年に国連加盟の際、ブータン政府は人口が
１００万人以上あることに決めた。 

 １９９０年代半ば、統計上の１６７万５千人の人口が突然６
７万５千人に変更された ! 

 １９８８年の国勢調査際に 人権侵害が多発した後に、。 

 国勢調査の具体的データが発表されなかった ！ 

 人口は２００５年：６３４，９８２人と２０１０年：７３３，００４人 

 ２０１３年９月National Statistic Bureau:７４０，９４３人、しか
しHome Ministry:６３３，６０７人！ 難民の親戚？ 

５．１．ブータン統計の不正確さ 



 １９８９年以降、ブータン南部の人口が虐殺、拷問、レイプ 

 された。 

 Ngalongの民族衣装を着ていないと逮捕される。中には、ヒ
ンドゥ教少女の長髪を切る等の宗教的差別が横行する。 

 武器によって脅迫され、「自由意思でブータンを去る」と書か
れている用紙に無理やりにサインさせられる。 

 ２００７年まで憲法、政党、選挙がなかった。国政選挙は２００８
年と２０１３年に実施されたが、疑問点がある。 

 難民キャンプ１か所のみで確認作業の実施の問題点が多く、
例えば、子ども１００名以上が犯罪者になること！ 

６．民主主義及び人権の不在 



 キリスト教及びイスラム教の信者は、「宗教か国か？」とい
う質問に対して「宗教」と答えると５年間刑務所に入られ
る。 

 キリスト教の映画を放映したために、騒動を起こしたとし
て３人のが３年間刑務所に入れられる事件が発生した。 

 キリスト教の墓設置が許可されない。 

 国王民族の宗教であるDruk派への改宗の圧力 

 地名を国王の民族が話しているツオンカ語への書き換え 

 学校教育における同化教育の強化 

 

６．１． 宗教的自由の不在 
同化政策の継続 



 ブータン難民の家族及び親戚に対する弾圧 

  Shabdrungの転生(incarnation) : １９０７年までにチベット仏教
のトップであった支配者（theocratic ruler）のうち３人がインド

の亡命先で殺害され、最後の時は２００３年だった。同じ年に
ブータン国内で２歳男児が第４転生として発見され、インドへ 
亡命した後に、ブータン政府によって確認という名目で、親
共々強制帰国させられ、現在至るまでブータン国内で監禁状
態の生活を送っている。 

 国王は「転生」が王政を揺るがすことを警戒している？ 

 民族及び宗教の少数者 

 高学歴の若者の就職難 

 

７. ブータン国内の不幸な国民 



 約３万８千人の難民は現在（２０１３年４月２５日、UNHCR NEPAL)
ネパールにある２か所のキャンプに住む。 

 

 他に、ネパール及びインドで２万~３万人の難民が住んでいる。 

 

 ２００７年以降、第３国に住むことになったブータン難民は 

 ７８，３８２人（２０１３年４月２５日、UNHCR NEPAL)： 

 USA 66,134,  CAN 5,376,  AUS 4,190,  NZ 747,  DK 746,  

 N 546,  NL 326,  UK 317 

８．ブータン国外の不幸な国民 



 ＊本質的には 民族対立、民族浄化ではなく、人権及び民主
主義の不在の問題である 

 ＊１９８５年:国籍法改正 

 ＊１９８８年:国勢調査及び「一国家・一文化」政策の開始   
（１９５８年の証明書！） 

 ＊１９８９年Tek Nath Rizal氏（国王のアドバイサー）は同化政
策の開始（人権侵害）に対し 、国王に請願書を出した後に逮
捕され１０年間囚人となった。１９９９年に釈放された。 
Amnestyの良心の囚人（「ブータンのMandela氏」） 

９ブータン難民の歴史  



 

 Tek NathRizal氏は自分の政治活動及び受けた拷問について３冊の本を出版した。 

 受けた拷問の中にADP技術も利用された。それによって人間の生物的機能が電子機器によっ
てコントロールされるのである。 technology: control of biological functions by electronic 
instrumentation) 

 Rizal氏の結論は「Gross Human Rights Violations」(GHRV) 

 

 １９９０年: 大規模デモ （すくなくとも１０００名が殺害された）の後、追放が開始された。 

 その対象となった約１０万人のうち、ネパール系ブータン人は約９０％, 残りはSharchop and 
Ngalong。 

 

 １９９６年:に United Front for democracy創立:代表は Rongthong Kunley Dorji氏になった 

 

 ネパールとブータンの２国間会談 

 

 ブータン難民に関する国際会議が一回も開かれず,国連の役割が問われている。 

 

 ２００７年以降第３国への移住が実施された 

 

 



  国連の第６５回総会の際、決議草案の中に「幸せは発展のためのホリステイクアプロ―チで
ある」という一文が挿入された。 
 

  ２００５年に東京でＧＮＨ研究所が創立された。 
 日本国内の研究は主に経済学者 

 
 ２００９年にアメリカでGNHUSAが創立された。 

 
  ２００４年１２月のInter-Religion and International Federation for World Peace Conference 
の際、 T. N. Rizal氏及び２名のネパール人政治家の演説が中止となった。その背景に、ブー
タン政府のＧＮＨが紹介されている資料が配布されたことがあった。その他Rizal氏は現地の
新聞で反逆者として紹介された。  
 

  米国でのブータン政府主催のシンポジウムに対して米国在住の難民が抗議した。 
 

 ブラシル政府によって２０１１年の憲法改正の際、ＧＮＨが憲法に明記された。 
 

  ＧＮＨは世界の流行語になった。 
 

 2012年4月：国連総会が人間が幸福への権利を持っている文章を決議 

１０. ＧＮＨに関する国際的な動向 
 



 ＊ブータン難民問題を解決するための国際会議の開催をＵＮ
ＨＣＲ及び国連に要請する。 

 

 ＊ＧＮＨの思想にある良い政治を始め、全ての民族の文化及
び宗教を尊重することをブータン政府及び国王に要請する。 

 

 帰国希望のブータン難民の人権を尊重した上で、帰国を実施
する。 

 

 ＊Global Peace Index: ２００７年ブータンは１９位、しかし２０１１年
には３４位 , ２０１２年は１９位（２０１１年の地方選挙が背景） 
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